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千葉市本庁舎整備検討委員会 会議の運営 

 

平成３０年６月２６日 

千葉市本庁舎整備検討委員会 

 

 

１ 委員長及び副委員長の選任 

委員長及び副委員長は、千葉市本庁舎整備検討委員会設置条例第５条第２項の規

定により、委員の互選により定める。 

 

２ 会議の公開の取扱い  

（１）千葉市情報公開条例に規定する不開示情報を恒常的に扱うため、会議は非公

開とする。  

（２）議事録は落札者決定後に取りまとめる審査講評の公表時にあわせて公表する。 

（３）審査における個別委員への負荷を考慮し、議事録での発言委員名は特定しな

い。 

 

３ 議事録の確定  

会議の議事録は、事務局が作成した議事録案を出席委員が確認し、委員長が承認

することにより確定するものとする。  

 

 

 

千葉市情報公開条例に規定する不開示情報（抜粋） 

条例第７条第６号 

本市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務

又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務

又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

（中略） 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、本市又は国、独立行政法人等、他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれ 
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４ 千葉市本庁舎整備検討委員会設置条例 

平成 26年 3月 20日 

条例第 7号 

(設置)  

第 1条 本市は、千葉市本庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、本庁舎の整備に関する事項について調査審議し、市長に意見を述べる。 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 12人以内で組織する。 

2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが

できる。 

3 委員及び臨時委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命

する。 

(任期) 

第 4 条 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

2 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、

解任されるものとする。 

(委員長及び副委員長) 

第 5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

3 委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

(関係者の出席等) 

第 7 条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

(委任) 

第 8 条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

附 則 

この条例は、平成 26年 4月 1日から施行する。  



本庁舎整備検討委員会の審議内容（案）
事業者選定手続き

審議内容（案）
事業者の手続き 市の手続き 本庁舎整備検討委員会

      入札公告 

      入札参加資格申請 

      VE提案の提出 

２～３月 

     公告資料案の作成 

      資料案の作成状況報告等 

     公告資料案の修正 

      論点への意見聴取 

      公告資料の決定※１ 

      入札参加資格確認通知 

      VE提案の採否検討 

       VE採否検討案への意見聴取 

      VE提案の採否決定※３ 

      技術提案書の提出 

      入札書の提出 

      技術提案書の内容整理 

      技術提案書の検討【合議制】 

      民間事業者ヒアリング 審査・技術評価点の確定 

       落札者の決定※３ 

      契約締結 

      審査講評の作成・公表 

10月下旬 

12月下旬 

12月中旬 

1月中旬 １月 

１２月 

11月下旬 

10月中旬 

10月上旬 

9月頃※２ 

11月下旬 

3月中旬 

8月上旬 

1月中旬 

6/26 

7/17 

10月中旬 

11月上旬 

11月下旬 

10月初旬 

１１月 

１０月 

８～９月 

６～７月 

      基本設計意見募集 ～6/8 

第１回  

第２回  

第３回  

第４回  

第５回  

第６回  

○第１回本庁舎整備検討委員会（6/26） 

【議題】・会議の運営 

    ・千葉市新庁舎整備事業のＤＢ事業者選定 

    ・基本設計等に関する意見の集約状況 

    ・評価項目の検討状況 

【報告】・各種公表資料の骨子（20180626版） 

    ・入札公告資料のドラフト（20180626版） 

○第２回本庁舎整備検討委員会（7/17） 

【報告】・基本設計等に関する意見の追加確認状況 

【議題】・地方自治法に基づく「落札者決定基準」への意見聴取 

       審査方法/技術提案の加点審査項目/その他 

       総合意評価の方法 

    ・ＶＥ提案要領への意見聴取 

    ・その他の意見聴取  

       入札参加者の設定/入札参加資格の設定/その他 

○第３回本庁舎整備検討委員会（10月下旬） 

【報告】・ＶＥ提案の提出状況 

    ・ＶＥ提案箇所の基本設計の内容 

【議題】・ＶＥ提案の採否（案）の説明 

    ・ＶＥ提案の採否（案）への意見聴取  

    ・第４～５回委員会における提案審査の進め方 

      各委員による事前検討（個別） 
資料の事前送付 

○第４回本庁舎整備検討委員会（12月中旬） 

【報告】・提案書の提出状況 

【議題】・提案書内容整理結果の要点説明 

    ・各委員による事前審結果の整合確認  

    ・要ヒアリング箇所の抽出と審査結果案のまとめ 

○第５回本庁舎整備検討委員会（12月下旬） 

【報告】・要ヒアリング箇所の確認 

【審査】・提出各社へのヒアリング 

【議題】・各社の技術評価点の確定 

    ・審査講評（案）の検討 

    ・第６回委員会の開催要否 

○第６回本庁舎整備検討委員会（1月中旬） 

【報告】・開札結果 

【議題】・審査講評（案）の承認 

資料１-２ 

※１ 千葉市入札参加資格等基準審査委員会 

※２ 市ＨＰにて公表している情報 

※３ 技術審査会 
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